
○松田町古民家の設置及び管理に関する条例

(趣旨)

第1条 松田町に存する豊かな地域資源を活用し、歴史、自然、農業体験等の実施

や地域情報の発信等を通じて、地域の振興及び地域経済の活性化に寄与するた

め、松田町古民家（以下「古民家」という。）の設置及び管理に関し必要な事項

を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 古民家の名称及び位置は、次のとおりとする。

(管理)

第3条 古民家の管理は、町長が行う。

(利用の許可)

第4条 古民家を利用しようとする者(以下「利用者」という。）は、町長の許可を

受けなければならない。

2 町長は、管理上必要のあるときは、その利用について条件を付することができ

る。

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対し、古民家の

利用を制限することができる。

(1) 伝染性疾患にかかっている者

(2) 秩序又は風俗をみだすおそれがある者

(3) その他町長が不適当と認める者

(行為の禁止)

第6条 利用者は、古民家において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設（当該古民家が現にある敷地を含む。以下同じ。）及び設備を損傷

し、又は汚損すること。

(2) 土地の形質を変形し、又は工作物を設置すること。

(3) 許可なく広告物その他これに類する物を掲出し、又は設置すること。

(4) 許可なく物品の販売をし、又は金品の寄附募集行為をすること。

(5) 前各号に定めるもののほか、古民家の管理上不適当と町長が認める行為

(利用の許可の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に対し、利用の許

可を取消し、又は利用の許可を停止することができる。ただし、このため利用者

に損害を生ずることがあっても町長はこれに対し、その責任を負わない。

(1) 利用者が第４条第２項に規定する利用についての条件に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) その他管理上不適当と町長が認めたとき。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に掲げる使用料の額に消費税法（昭和６３年法律第１０８

号）に規定する消費税及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地

方消費税を加えた額（１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるも
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名称 位置

古民家 旧安藤邸 松田町寄７０９番地
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のとする。）を町長に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除す

ることができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認める

ときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害の賠償)

第11条 利用者は、施設又は設備を損傷し、若しくは滅失したときは、町長の認定

するところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得

ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

2 利用者は、前項に規定する損害を与えたときは、直ちにその旨を町長に届出、

その指示を受けなければならない。

(管理の代行)

第12条 町長は、古民家の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者（地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指定管理

者をいう。以下同じ。）に古民家の管理を行わせることができる。

(利用料金)

第13条 前条の規定により古民家の管理を指定管理者に行わせる場合において、利

用者は、第８条に規定する使用料に代えて、利用料金を指定管理者に納入しなけ

ればならない。

2 利用料金の額は、別表に掲げる額を上限とした範囲内において、指定管理者が

あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 町長は、地方自治法第２４４条の２第８項の規定に基づき、利用料金を指定管

理者の収入とすることができる。

4 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得

て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 既納の利用料金は還付しない。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認

めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、その全部又は一部を還付することが

できる。

(指定管理者の業務の範囲)

第14条 第１２条の規定により指定管理者に古民家の管理を行わせる場合の当該指

定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 古民家の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 古民家の利用の許可に関する業務

(3) 古民家の利用料金の収受に関する業務

(4) 古民家の設置目的を達成するために必要な業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、その他町長が別に定める業務

(指定管理者の管理に係る読替え)

第15条 古民家の管理を指定管理者が行う場合においては、第４条、第５条、第６

条第５号及び第７条中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(規則への委任)

第16条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則
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で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成３１年３月１日から施行する。

(準備行為)

2 松田町の公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１７年松田町

条例第１５号）第６条の規定による指定管理者の指定及びこれらに関し必要な手

続きその他の行為は、この条例の施行前においても第１２条の規定の例により行

うことができる。

別表(第８条及び第１３条関係) 

区分 使用料

宿泊使用料 １人１泊 ６，０００円

休憩使用料
３時間まで ３，０００円
以後１時間につき １，０００円

備考
１泊及び休憩については、２４時間以
内とし、開始及び終了時刻は、規則で
定める。
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